
- 12 - 

議案第１０４号 

小田原市建築基準条例の一部を改正する条例 

小田原市建築基準条例（平成１５年小田原市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第２項中「第２７条第１項」の次に「（同条第４項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）」を加える。 

第１５条第１項中「（主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除 

く。）」を削り、同条第２項中「主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築 

物」を「準耐火建築物（特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。）」に改める。 

第１６条第３項中「区画された」を「床又は壁により分離された」に改める。 

第２０条に次の１項を加える。 

５ 前２項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことがで

きる部分として政令第１０９条の８で定める部分が２以上ある建築物の当該建築物の

部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

第２２条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができ

る部分として政令第１０９条の８で定める部分が２以上ある建築物の当該建築物の部

分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

第２４条第１項中「準耐火構造」の次に「（特定主要構造部が耐火構造である場合を

含む。）」を加える。 

第３０条第１項中「、２以上の出口に通じさせ」を削り、同条中第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の屋内通路は、２以上の出口に通じさせなければならない。 

第３３条第２項各号列記以外の部分、第３４条第１項、第３６条第４項及び第３７条

第２項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

第４２条第３項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に、「第１１０条第２号」を

「第１０７条各号又は第１０８条の４第１項第１号イ及びロ」に改め、「）又は」の次

に「主要構造部を」を加え、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加え

る。 

４ 前項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができ
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る部分として政令第１０９条の８で定める部分が２以上ある建築物の当該建築物の部

分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

第４６条第１項第２号中「交差点（交差する道路の」を「道路（」に、「）又は」を

「以下この号において同じ。）の交差点又は」に改める。 

第４７条中「準耐火構造」の次に「（当該建築物が主たる用途に従属するものにあっ

ては、特定主要構造部が耐火構造である場合を含む。）」を加える。 

第４８条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことがで

きる部分として政令第１０９条の８で定める部分が２以上ある建築物の当該建築物の

部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

第５４条第２項中「第２２条」を「第２２条第１項」に、「主要構造部」を「特定主

要構造部」に改める。 

第５６条第１項中「第１４条、第１６条、第２２条、第２３条、第２６条から第２８ 

条まで、第３２条から第４０条まで、第４７条又は第４８条」を「第２６条、第２７条、 

第３２条、第３３条又は第３８条」に、「床面積」を「対象床面積（政令第１３７条の

２の２第１項第２号に規定する対象床面積をいう。以下この条において同じ。）」に改

め、「おいては」の次に「、法第３条第３項（第３号及び第４号に係る部分に限る。以

下この条において同じ。）の規定にかかわらず」を加え、同条第６項を削り、同条第５

項中「同項」を「法第３条第３項の規定にかかわらず、第７条の３第１項」に改め、同 

項を同条第１３項とし、同条第４項中「同項」を「法第３条第３項の規定にかかわらず、 

第７条の３第１項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第３項中「第１２条から第

１４条まで、第１６条、第１９条、第２２条、第２３条、第２６条から第２８条まで、

第３０条から第４０条まで、第４２条又は第４６条から第４８条まで」を「第１１条か

ら第１６条まで、第１９条、第２０条第２項から第５項まで、第２１条から第２３条ま

で、第２４条第１項、第２６条から第４０条まで、第４２条、第４６条から第４８条ま

で、第４９条第３号、第５０条第３号又は第５１条（第２号を除く。）から第５３条ま

で」に改め、「おいては」の次に「、法第３条第３項の規定にかかわらず」を加え、同

項を同条第９項とし、同項の次に次の２項を加える。 

１０ 法第３条第２項の規定により、第５０条（第３号を除く。）又は第５１条第２号

の規定の適用を受けない建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模
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の模様替をする場合においては、法第３条第３項の規定にかかわらず、これらの規定

は、適用しない。 

１１ 第６項（第１３条、第２１条、第５０条（第３号を除く。）及び第５１条第２号

に係る部分を除く。以下この項において同じ。）及び第７項（第５１条（第２号を除

く。）から第５３条までに係る部分を除く。以下この項において同じ。）の規定は、

これらの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この

場合において、第６項中「増築又は改築」とあるのは「用途の変更」と、「同条第３

項」とあるのは「法第８７条第３項」と、第７項中「増築又は改築」とあるのは「用

途の変更」と、「法第３条第３項」とあるのは「法第８７条第３項」と読み替えるも

のとする。 

第５６条第２項中「おいては」の次に「、法第３条第３項の規定にかかわらず」を加

え、同項を同条第８項とし、同条第１項の次に次の６項を加える。 

２ 法第３条第２項の規定により、第１３条（第３１条第２項において準用する場合を

含む。第１号、第６項第１号及び第１１項において同じ。）、第２０条第３項若しく

は第４項、第２１条、第２２条第１項、第２４条第１項、第４２条第３項、第４７条

（主たる用途に従属するものに限る。以下この条において同じ。）又は第４８条第１

項若しくは第２項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに該

当する増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項の規定にかかわらず、こ

れらの規定は、適用しない。 

(1) 次のア及びイに該当するものであること。 

ア 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 

イ 増築又は改築に係る部分が、第１３条、第２０条第３項若しくは第４項、第 

２１条、第２２条第１項、第２４条第１項、第４２条第３項、第４７条又は第 

４８条第１項若しくは第２項の規定に適合するものであること。 

(2) 工事の着手が基準時（法第３条第２項の規定により、この条例の規定の適用を受

けない建築物において、同項の規定により引き続きこの条例の規定（この条例の規

定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の

始期をいう。以下この条において同じ。）以後である増築又は改築に係る部分の対

象床面積の合計が５０平方メートルを超えないものであること。 

３ 法第３条第２項の規定により、第１５条、第２０条第２項、第２３条第２項、第 



- 15 - 

２８条、第２９条、第３０条第２項、第３１条第１項（第４号を除く。）、第３４条、 

第３５条、第４０条、第４２条第１項（第２号を除く。）若しくは第２項、第４９条

第３号又は第５０条第３号の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいず

れか（居室の部分に係る増築にあっては、第１号）に該当する増築又は改築をする場

合においては、法第３条第３項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 

(1) 次のア及びイに該当するものであること。 

ア 増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、それ

ぞれ政令第１１７条第２項各号のいずれかに掲げる建築物の部分となるものであ

ること。 

イ 増築又は改築に係る部分が、第１５条、第２０条第２項、第２３条第２項、第

２８条、第２９条、第３０条第２項、第３１条第１項（第４号を除く。）、第 

３４条、第３５条、第４０条、第４２条第１項（第２号を除く。）若しくは第２

項、第４９条第３号又は第５０条第３号の規定に適合するものであること。 

(2) 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の２０分

の１（５０平方メートルを超える場合にあっては、５０平方メートル）を超えず、

かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の

安全上支障とならないものであること。 

４ 法第３条第２項の規定により、第１２条、第１６条、第１９条、第３０条第３項、 

第３１条第１項第４号又は第３６条の規定の適用を受けない建築物について、増築 

（居室の部分に係るものを除く。以下この項において同じ。）又は改築に係る部分の

対象床面積の合計が基準時における延べ面積の２０分の１（５０平方メートルを超え

る場合にあっては、５０平方メートル）を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増

築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないもの 

である場合には、法第３条第３項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 

５ 法第３条第２項の規定により、第５０条（第３号を除く。）又は第５１条第２号の

規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築

をする場合においては、法第３条第３項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用

しない。 

(1) 次のア及びイに該当するものであること。 

ア 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 
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イ 増築又は改築に係る部分が、第５０条（第３号を除く。）又は第５１条第２号

の規定に適合するものであること。 

(2) 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の２０分

の１を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分

における延焼の危険性を増大させないものであること。 

６ 法第３条第２項の規定により、次の各号に掲げる規定の適用を受けない建築物であ

って、これらの規定に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみな

すことができる部分として当該各号に掲げる建築物の部分（以下この項において「独 

立部分」という。）が２以上あるものについて、増築又は改築をする場合においては、 

同条第３項の規定にかかわらず、当該増築又は改築に係る独立部分以外の独立部分に

対しては、これらの規定は、適用しない。 

(1) 第１３条、第２０条第３項若しくは第４項、第２１条、第２２条第１項、第２４

条第１項、第４２条第３項、第４７条、第４８条第１項若しくは第２項、第５０条

（第３号を除く。）又は第５１条第２号の規定 政令第１０９条の８に規定する建

築物の部分 

(2) 第１５条、第２０条第２項、第２３条第２項、第２８条、第２９条、第３０条第 

２項、第３１条第１項（第４号を除く。）、第３４条、第３５条、第４０条、第 

４２条第１項（第２号を除く。）若しくは第２項、第４９条第３号又は第５０条第

３号の規定 政令第１１７条第２項各号に掲げる建築物の部分 

７ 法第３条第２項の規定により、第１１条、第１４条、第２３条第１項、第３０条第

１項、第３７条、第３９条又は第５１条（第２号を除く。）から第５３条までの規定

の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第３条第

３項の規定にかかわらず、当該増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、これ

らの規定は、適用しない。 

第５７条及び第５８条中「第３０条第１項」を「第３０条第１項及び第２項」に改め

る。 

第５９条第１項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に、「第１０８条の３第１項 

第１号」を「第１０８条の４第１項第１号」に改め、同条第２項中「主要構造部」を 

「特定主要構造部」に改め、同項第１号中「第１０８条の３第１項第１号」を「第 

１０８条の４第１項第１号」に改め、同項第２号中「第１０８条の３第１項第２号」を
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「第１０８条の４第１項第２号」に改める。 

第６１条第１項中「から第２３条まで」を「、第２０条第１項から第４項まで、第 

２１条、第２２条第１項、第２３条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

令和 ６ 年１１月２９日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一 

 

（理由） 

 建築基準法が一部改正され、特殊建築物等に係る構造及び耐火に関する規制が緩和さ

れたことに伴い、これに準じた基準の整備を行う等のため提案するものであります。 


